
募　

集

人
事
課
1
66
◆

1
1
6
3

保
育
園
業
務
嘱
託
員
募
集

平
成
20
年
7
月
採
用
予
定
の
保

育
園
業
務
嘱
託
員
を
募
集
し
ま

す
。保

育
園
業
務
嘱
託
員
と
は
、
保

育
園
に
勤
務
す
る
非
常
勤
の
用
務

員
で
、
原
則
と
し
て
1
週
間
の
勤

務
時
間
が
35
時
間
以
内
で
す
。
雇

用
期
間
は
原
則
1
年
で
す
。
た
だ

し
、
期
間
延
長
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

募
集
人
員　
1
人

対　
象　
15
歳
以
上
65
歳
未
満
の

方（
昭
和
18
年
7
月
2
日
か
ら

平
成
5
年
4
月
1
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
）

要
綱
の
配
布
・
受
付
期
間　
4
月

25
日
㈮
〜
5
月
16
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
は
5
月
14
日
㈬
の

消
印
ま
で
有
効

試
験
日　
5
月
25
日（
日
）

応
募
方
法　
所
定
の
申
込
書（
用

紙
は
人
事
課
に
あ
り
ま
す
）を

自
筆
で
記
入
の
上
、人
事
課
へ
。

行
政
課
1
66
◆

1
1
5
5

市
役
所
庁
舎
内
壁
面
広
告
の

取
扱
代
理
店
を
募
集
し
ま
す

広
告
掲
載
場
所
・
大
き
さ
・
数
量

・
市
役
所
本
館
正
面
玄
関
内
両
脇

柱
壁
面
…
Ａ
1
版
程
度（
フ

レ
ー
ム
を
含
む
）　

2
カ
所

・
市
役
所
本
館
市
民
課
前
柱
壁
面

…
Ｂ
1
版
程
度（
フ
レ
ー
ム
を

含
む
）　

1
カ
所

使
用
料　
月
額
1
万
2
千
円

使
用
期
間　
8
月
1
日
か
ら
3
年

間
募
集
期
間　
4
月
25
日
㈮
〜
5
月

16
日
㈮

申
し
込
み　
申
込
書（
行
政
課
お

よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り

ま
す
）と
必
要
書
類
を
行
政
課

へ
。

決
定
方
法　
市
の
広
告
審
査
委
員

会
の
審
査
に
よ
り
広
告
取
扱
代

理
店
を
選
定
し
ま
す
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ろ
ば

な
ど
の
会
員
を
募
集
し
ま
す

◆
ほ
ほ
え
み
サ
ロ
ン

子
ど
も
と
遊
び
な
が
ら
親
同
士

が
子
育
て
の
情
報
交
換
を
す
る
場

所
で
す
。

◇
東
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

1
歳
児
か
ら
：
毎
週
火
・
木
曜
日

0
歳
児
：
毎
月
第
1
・
4
水
曜
日

◇
西
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

1
歳
児
か
ら
：
毎
週
月
・
水
曜
日

0
歳
児
：
毎
月
第
2
・
4
木
曜
日

【
共
通
事
項
】

時　
間　
午
前
9
時
30
分
か
ら
2

時
間

定　
員　
各
回
8
組
程
度

申
し
込
み　
電
話
で
各
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
。

東
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
67
◆

０
０
２
２

西
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
57
◆

８
０
６
６

◆
子
育
て
ひ
ろ
ば

地
域
の
親
子
が
集
ま
り
、
手
遊

び
、
ふ
れ
あ
い
遊
び
な
ど
を
し
な

が
ら
仲
間
づ
く
り
を
す
る
場
所
で

す
。

時　
間　
午
前
10
時
〜
11
時

対　
象　
市
内
在
住
の
1
歳
児
以

上
で
入
園
前
の
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者

申
し
込
み　
5
月
21
日
㈬
〜
23
日

㈮
の
午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時

ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
受
付
順
で
す
。
初
め
て
参

加
さ
れ
る
方
を
優
先
し
ま
す
。

1
親
子
1
ひ
ろ
ば
の
み
参
加
で

き
ま
す
。

【
申
込
先
と
ひ
ろ
ば
開
催
日
】

◇
西
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

・
ほ
く
ぶ
っ
こ（
北
部
保
育
園
）

毎
月
第
1
金
曜
日

・
は
ま
っ
こ（
西
浦
保
育
園
）

毎
月
第
2
金
曜
日

・
き
た
っ
こ（
形
原
北
保
育
園
）

毎
月
第
4
金
曜
日

◇
東
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

・
み
ど
り
っ
こ（
み
ど
り
保
育
園
）

毎
月
第
3
金
曜
日

◆
子
育
て
グ
ル
ー
プ
に
保
育
室
を

提
供
し
ま
す

子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
た
ち
の

た
め
に
、
活
動
す
る
場
所
を
提
供

し
、
グ
ル
ー
プ
づ
く
り
の
お
手
伝

い
を
し
ま
す
。

申
込
先　
西
部
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

☆悪臭防止法に基づく臭気指数規制の導入
悪臭防止法（昭和46年法律第91号）に基づく規制方法を、今まで行っていたアン

モニアなど22種類の特定悪臭物質による「物質濃度規制」から、人の臭覚を用いて
測定する「臭気指数規制」に変更する案を作りました。
臭気指数規制に変更することにより、多種多様なにおいの物質に対応でき、人の

臭覚で規制が行われるため被害感覚と一致しやすいなどのメリットがあります。
そこで、市民の皆さんおよび市内事業者の方々から意見を募集します。

○募集期間　5月7日（水）～6月6日（金）
○意見を提出できる人　市内に住所がある人および市内に事務所もしくは事業所を
有する個人または法人、そのほかの団体。

○閲覧場所　環境課（新館2階）、ホームページ（http://www.city.gamagori.aichi.jp/s
angyo/kankyo/shuki/shuki.html）

○提出方法　募集期間内に郵便番号、住所、氏名（法人・団体の場合は、所在地、名称、
代表者氏名）、連絡先（電話番号、Eメールアドレスなど）を明記の上、環境課
（FAX66◆1188、Eメールkankyo@city.gamagori.lg.jp）へ。書式は自由です。

＝みなさんからご意見を募集します＝
パブリックコメント 環境課 ☎66◆1122
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